
入札制度改正のお知らせ  

松本市上下水道局では、松本市に合わせて建設工事における最低制限価格制度等の改正を

行います。 

令和元年９月１日以後に行う入札の公告又は指名通知に係るものから適用します。 

 

【改正する制度】  

１ 松本市上下水道局最低制限価格制度 

２ 松本市上下水道局建設工事変動型低入札価格調査制度 

【改正の内容】  

●最低制限価格・調査基準価格の設定範囲（上限・下限値）の引上げ 

最低制限価格・調査基準価格 

区

分 
改正前 改正後 

上

限

・

下

限
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予定価格の８７．５～９２．５％ 予定価格の８９．５～９４．５％ 

 ただし、総務課長等が特に必要と認

めるものについては、予定価格の７０

～９０％の範囲内とすることができ

る。 

ただし、総務課長等が特に必要と認

めるものについては、予定価格の７５

～９２％の範囲内とすることができ

る。 

  

※ 「解体工事」における最低制限価格又は調査基準価格については、「総務課長等が 

特に必要と認めるもの」として、予定価格の７５～９２％の範囲内で設定します。 


